
独立行政法人の不要資産の国庫納付の状況について 

 

                                                                  

 
●不要資産の国庫納付について 
 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22年 12月７日閣議決定）に基づき、各独立行政法人の不要資産を

国庫納付することを決定。各不要資産の納付状況の概要については、以下のとおり。 

 

【平成 22～25年度（国庫納付済み）】 

①金融資産・・・2兆 685億円 

   ※ これに加え、国際協力機構の保有株式（簿価ベース 261億円）について、売却益分の相当額である 62 億円を国庫に貢献。 

 

②実物資産・・・90項目（現物納付：48項目、売却益の金銭納付：149.3億円） 

 

 

【平成 26 年度（国庫納付済み）】 

①金融資産・・・国庫納付額 218.2億円 

  

②実物資産・・・７項目（現物納付：３項目、売却益の金銭納付：55.0億円） 

 

 

【平成 27 年度以降（国庫納付予定）】 

①金融資産・・・国庫納付予定額 5.3億円＋α（金額未定分） 

 

②実物資産・・・40項目 

平成２７年９月                                      
総務省行政管理局 






















